
船舶事故調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（漁具） 

発生日時 平成２８年６月９日 １０時００分ごろ 

発生場所 高知県香南市手結
て い

岬南方沖 

 住吉港東防波堤灯台から真方位１８４°１１.０海里付近 

 （概位 北緯３３°２０.０′ 東経１３３°４５.０′） 

事故の概要  漁船第一三秀
しゅう

芳
ほう

丸は、西進中、また、漁船八幡
や は た

丸は、錨泊して操

業中、第一三秀芳丸が八幡丸の漁具に衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月４日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第一三秀芳丸、１９.００トン 

   ＫＯ２－６９１７（漁船登録番号）、有限会社遠近水産 

Ｂ 漁船 八幡丸、１４.９７トン 

   ＫＯ２－５４６０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁具が破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、船長Ａが単独で船橋当直につ

き、手結岬沖を約８～９ノットの対地速力で自動操舵により西進中、

船首至近にＢ船を認め、クラッチを切って機関を後進に入れたもの

の、行きあしが止まらず、Ｂ船の漁具と衝突した。 

 船長Ａは、操舵室で椅子に腰を掛け、見張りを行っていた。 

 船長Ａは、Ａ船が空船であり、船首浮上による死角が存在していた

ので、Ｂ船が見えなかったと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、船首を南西に向け、錨を投下

して船尾から揚網作業中、操舵室にいた船長Ｂが、東方から接近する

Ａ船を認め、いずれＡ船がＢ船を避けてくれるものと思っていたとこ

ろ、避ける気配がないので操舵室から出て大声を上げたものの、Ｂ船

の漁具にＡ船が衝突した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、船首浮上による死角を補う見張りを行っていな

かったことから、前路のＢ船に気付くのが遅れたものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が避航の気配のないまま接近したので、大

声を上げたものの、Ｂ船の漁具にＡ船が衝突したものと考えられる。 



原因  本事故は、船長Ａが死角を補う見張りを行っていなかったため、Ａ

船がＢ船の漁具に衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・有効な音響による信号を行うことができる手段を講じておくこ

と。 

 


